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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社関連会社２社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第56期 

第１四半期累計期間 
第57期 

第１四半期累計期間 
第56期 

会計期間 
自平成23年10月１日 
至平成23年12月31日 

自平成24年10月１日 
至平成24年12月31日 

自平成23年10月１日 
至平成24年９月30日 

売上高（千円）  1,396,085  1,049,186  8,338,035

経常利益又は経常損失（△）（千円）  △86,951  △167,168  384,921

四半期（当期）純損失（△）（千円）  △57,344  △103,608  △878,138

持分法を適用した場合の投資利益又は投資

損失（△）（千円） 
 △43,573  △53,723  19,564

資本金（千円）  963,230  963,230  963,230

発行済株式総数（株）  5,491,490  5,491,490  5,491,490

純資産額（千円）  5,523,267  4,503,725  4,654,071

総資産額（千円）  9,229,557  7,990,474  9,020,726

１株当たり四半期（当期）純損失（△）

（円） 
 △10.50  △18.97  △160.82

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円） 
 －  －  －

１株当たり配当額（円）  －  －  17.00

自己資本比率（％）  59.8  56.4  51.6

２【事業の内容】
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 当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、または、締結等はありません。 

 文中に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

（1）業績の状況 

 当第１四半期累計期間における世界経済は、米国では雇用問題改善等の動きが見られ穏やかな回復過程にありつ

つも回復力はまだまだ弱い状況であり、欧州では債務危機に対する支援策により再建へ向けて動いているものの、

債務危機問題を巡る影響は大きく、世界経済は常に市場変動等の景気の下振れリスクが潜在している状況が続いて

おります。 

 また、国内経済は、東日本大震災の復興需要が緩やかな回復基調であり、政権交代の影響により円高や株価低迷

の改善も若干見られたものの、世界経済の先行き不透明感が継続していることに加え、アジア諸国との外交問題も

浮上していることから本格的な景気回復には至らず、依然として予断を許さない状況が続いております。 

 このような状況の中、当社が関わる電子部品業界においては、スマートフォン（高機能携帯電話）やタブレット

端末関連製品の需要は堅調さが見られたものの、テレビやパソコン関連製品については需要の回復には至らず、減

速傾向が続いております。また、ＬＥＤ関連製品においては、個人消費者の需要はあるものの、企業の設備投資環

境は前期末より引き続き落ち着いた状況が続いております。 

 このような状況の中、電子機器事業及び繊維機器事業は低調に推移いたしました。 

 損益面につきましては、固定費及び製造コスト等の削減に努め、前年同四半期と比べ販売費及び一般管理費は減

少いたしましたが、十分な売上高を確保することができず四半期純損失となりました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は 百万

円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常損失 百万円）、四半期

純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（電子機器事業） 

 液晶製造機器では、スマートフォン（高機能携帯電話）やタブレットパソコン等の高機能携帯端末市場の拡大が

継続していることから、海外の大手ＥＭＳ（受託製造サービス）企業向けの小型液晶パネル用偏光板貼り付け機及

びその周辺機器の需要が堅調に推移いたしました。また、車載用液晶パネルメーカーから小型液晶パネル用偏光板

貼り付け機のリピートオーダーを獲得したことなどが寄与し、販売額は若干増加いたしました。  

 半導体製造機器では、省エネルギーで注目を集めているパワー半導体メーカーからの装置需要は比較的堅調に推

移いたしましたが、市場拡大が続くスマートフォン（高機能携帯電話）等の高機能携帯端末関連の装置販売が低調

であったことから、販売額は減少いたしました。 

 ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）では、ＬＥＤ関連製品のサファイア市場の設備投資において、海外を中心とした

前期末からの受注残高が装置販売に寄与いたしました。しかしながら、アジア諸国からのサファイア市場に関する

設備投資の減速の影響は大きく、低調に推移いたしました。 

 その結果、売上高は９億 百万円（前年同四半期比 ％減）、セグメント損失１億 百万円（前年同四半期は

セグメント損失 百万円）となりました。 

（繊維機器事業） 

 アパレル業界においては、経済不況の継続の影響で、設備の更新及び増設が先送りされている状況が依然として

続いており、厳しい状況となっております。しかしながら、海外からの投資が若干あったことが寄与し、販売額は

増加いたしました。 

 その結果、売上高は１億 百万円（前年同四半期比 ％増）、セグメント損失 百万円（前年同四半期はセグ

メント損失 百万円）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

10億49 24.8 １億85

96 １億67 86

１億３ 57

37 29.3 68

31

11 60.4 17

65
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（2）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針を決定する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施

行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。  

Ａ 基本方針の内容 

 当社は、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断は、最終的には、株主の皆様によっ

てなされるべきものと考えており、当社は当社株式等に対する大規模買付行為につきまして、これを一概に否定

するものではありません。 

 ただし、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当社の株式価値の妥当性を短期間でご判断

していただくこととなりかねません。また、株式の大規模買付提案の中には、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を損なうおそれのあるものや、株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されな

いものもありえます。 

 当社は、株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断を適切に行うためには、大規模買付者から

一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が

提供され、大規模買付行為に応ずるべきか否かのご判断のための期間が確保されることが必要であると考えてお

ります。 

Ｂ 基本方針の実現に資する特別な取り組み 

１．企業価値向上への取り組み 

 当社は、昭和31年10月に創業し、繊維機械の製造・販売を開始しましたが、その後の経営環境の変化に対

応すべく、当社独自の研究・開発力を生かして、繊維機器事業に加えて、電子機器事業（液晶製造機器・半

導体製造機器・ＭＷＳ（マルチワイヤーソー））に展開を図り、現在に至っております。 

 当社は、企業価値をより一層高め確固たる企業基盤を築き、当社のビジョンである「信頼されるタカト

リ」の構築を目指すべく、中長期的な経営戦略の基礎固めを行い、成長してまいります。また、当社社是及

び企業理念を前提として、各方針（経営ビジョン、経営方針、技術開発スローガン、コンプライアンス基本

方針、品質方針、環境基本方針等）に従って、企業としての社会的責任を認識したうえで、ステークホルダ

ー（株主、従業員、取引先、債権者、地域社会）との信頼関係をより一層高めるよう努めてまいります。 

《当社の社是》 

「創造と開拓」 

《当社の企業理念》 

「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊か

にする」 

①企業は『社会の公器』であることをまず認識し、社会と全ての協力者との相互繁栄を期そう 

②物事の判断・実行は、お客様とタカトリのメリット・デメリットを十分検討したうえで進めよう 

③自分の意見は、会社組織の上下関係にとらわれずはっきり発言すると共に、何でも話し合える輪を作

ろう 

《経営ビジョン》 

「信頼されるタカトリ」 

《経営方針》 

①顧客の立場に立って、新規事業開拓、オリジナル製品開発、周辺機器ラインナップを行う 

②オリジナル製品の開発をリードする営業活動を行い、営業を支えるサービス体制の構築と事業化を行う 

③組立、調整、サービスに力点を置いたものづくりを行う 

 また当社は、上記経営方針の実現に努めるため、以下の取り組みを行っております。 

● 顧客の立場に立って、新規事業開拓、オリジナル製品開発、周辺機器ラインナップを行う 

 当社の戦略的コア技術である「７つのコア技術」（貼付、剥離、制御・情報処理、クリーン、カッティン

グ、搬送・駆動、真空）の各技術を更に強化し、技術開発スローガン「Global Innovation “Plus One”」

の下、「製品の独自性」や「製品の強さを極める」ことに注力し、現状事業の付加価値を高めるとともに、

「７つのコア技術」をベースに ①有望事業機会を目指した技術力の強化 ②強い技術の他製品への水平展開 

③他社との技術提携及び協業化による新製品の開発 ④既存製品の進化などに積極的に取り組んでまいりま

す。 

● 目標とする経営指標 

 ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）10％以上、売上高総利益率の向上を掲げ、安定した収益体質の確立を目

指しております。 

3



２．コーポレート・ガバナンスの強化 

 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、法令を遵守し、経営の透明性を高

め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主の利益が最大になるように統治

しなければならないと考えております。なお、現在２名の社外監査役を選任しておりますが、社外監査役も

含めた監査役全員が取締役会に出席することにより、取締役の業務執行や意思決定事項を客観的に監査・監

視できる体制をとるなど、経営監査機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えておりま

す。 

Ｃ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み 

１．当社株式等の大規模買付行為に関する対応策継続の目的 

 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）は、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記Ａ 基本方針の内容に記載の基本方針に沿う

ものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が

適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の

機会を確保することを目的としています。 

２．本プランの内容 

 本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定す

るとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が

発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 

 また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判

断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として特別委員会を設置し、発動の是非等について当社

取締役会への勧告を行う仕組みとしています。特別委員会は、特別委員会規則（概要については、下記「特

別委員会規則の概要」をご参照ください。）に従い、当社社外取締役、社外監査役、または社外の有識者

（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者）

で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。 

当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。 

(1）本プランに係る手続き 

① 対象となる大規模買付行為 

 本プランは以下の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（た

だし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付行為」といいま

す。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、または行おうとする者（以下、

「大規模買付者」といいます。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものと

します。 

（ⅰ）当社が発行者である株式等（注1）について、保有者（注2）の株式等保有割合（注3）が20％以上

となる買付け 

（ⅱ）当社が発行者である株式等（注4）について、公開買付け（注5）に係る株式等の株式等所有割合

（注6）及びその特別関係者（注7）の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

（注1） 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定め

がない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令

等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等

の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を

実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。 

（注2） 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる

者を含みます。以下同じとします。 

（注3） 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同

じとします。 

（注4） 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下（ⅱ）にお

いて同じとします。 

（注5） 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。 

（注6） 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同

じとします。 
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（注7） 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる

者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定

める者を除きます。以下同じとします。 

② 意向表明書の当社への事前提出 

 大規模買付者におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該大規模

買付者が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面

（以下、「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。 

 具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。 

（ⅰ）大規模買付者の概要 

(イ）氏名または名称及び住所または所在地 

(ロ）代表者の役職及び氏名 

(ハ）会社等の目的及び事業の内容 

(ニ）大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要 

(ホ）国内連絡先 

(ヘ）設立準拠法 

（ⅱ）大規模買付者が現に保有する当社の株式等の数、及び、意向表明書提出前60日間における大規模買

付者の当社の株式等の取引状況 

（ⅲ）大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定

する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純

投資もしくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案

行為等（注8）その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそ

のすべてを記載していただきます。）を含みます。） 

（注8） 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量

保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。 

③ 本必要情報の提供 

 上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、大規模買付者におきましては、以下の手順に従

い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断のために必要かつ十分な情

報（以下、「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。 

 まず、当社は、大規模買付者に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日（注9）（初

日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②（ⅰ）(ホ）の国内連

絡先に発送いたしますので、大規模買付者には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出していた

だきます。 

 また、情報リストに従い大規模買付者から提供された情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に

照らして、株主及び投資家の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当

社取締役会及び特別委員会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大

規模買付者から提供していただきます。 

 なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情

報リストの一部に含まれるものとします。 

（ⅰ）大規模買付者及びそのグループ（共同保有者（注10）、特別関係者及びファンドの場合は各組合員

その他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員

の氏名及び職歴等を含みます。） 

（ⅱ）大規模買付行為の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経

営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取

引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付

行為の方法の適法性を含みます。） 

（ⅲ）大規模買付行為の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模

買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意

見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定する

に至った経緯を含みます。） 

（ⅳ）大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達

方法及び関連する取引の内容を含みます。） 

（ⅴ）大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内

容及び当該第三者の概要 
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（ⅵ）大規模買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約そ

の他の重要な契約または取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約

の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

（ⅶ）大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その

他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の

対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容 

（ⅷ）大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

（ⅸ）大規模買付行為の後における当社の従業員、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関

係者の処遇等の方針 

（ⅹ）当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

 なお、当社取締役会は、大規模買付者から大規模買付行為の提案がなされた事実については適切に開

示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であ

ると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。 

 また、当社取締役会及び特別委員会が大規模買付者による本必要情報の提供が十分になされたと認め

た場合には、当社取締役会はその旨を大規模買付者に通知（以下、「情報提供完了通知」といいま

す。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。 

（注9） 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同

じとします。 

（注10）金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者と

みなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。 

④ 取締役会評価期間の設定等 

 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を開始日として、大規模買付行為の評価の

難易度等に応じて、以下の（ⅰ）または（ⅱ）の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による

評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいま

す。）として設定し、速やかに開示いたします。 

（ⅰ）対価を現金（円価）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 

（ⅱ）その他の大規模買付行為の場合には最大90日間 

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、

大規模買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の観点から、大規模買付者による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取

締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとり

まとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。 

 また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更

に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。 

⑤ 対抗措置の発動に関する特別委員会の勧告 

 特別委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及

び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する

勧告を行うものとします。その際、特別委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

に資するようになされることを確保するために、特別委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う

経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。な

お、特別委員会が当社取締役会に対して以下の（ⅰ）または（ⅱ）に定める勧告をした場合には、当社

取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに

情報開示いたします。 

（ⅰ）大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守しない場合 

 特別委員会は、大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、当社取締役会に

対して、対抗措置の発動を勧告する場合があります。 

（ⅱ）大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守した場合 

 特別委員会は、大規模買付者が本プランに規定する手続きを遵守した場合には、原則として、当社

取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。 

 ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、例えば以下(イ）～(ト）に

掲げる事由により、当該買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認

められる場合には、本対応の例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。 
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(イ）大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値

で当社の株式等を当社または当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っているま

たは行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

(ロ）当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を

当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っている

と判断される場合 

(ハ）当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者または

そのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っ

ていると判断される場合 

(ニ）当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない

不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配

当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜

けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合 

(ホ）大規模買付者の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付け

で当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、ある

いは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主の

皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要する虞

があると判断される場合 

(ヘ）大規模買付者の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根

拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに

実現可能性等を含むがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分ま

たは不適切なものであると判断される場合 

(ト）大規模買付者による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、従

業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予

想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保または向上を著しく妨げる虞があると判

断される場合 

⑥ 取締役会の決議 

 当社取締役会は、⑤に定める特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動または不発動の決

議を行うものとします。 

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを

問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行い

ます。 

⑦ 対抗措置発動の停止 

 当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、（ⅰ）

大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合または（ⅱ）対抗措置を発動するか否かの判断の前提と

なった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から

対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停

止を行うものとします。 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会及び特別委

員会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 

⑧ 大規模買付行為の開始 

 大規模買付者は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動

または不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。 

7



(2）本プランにおける対抗措置の具体的内容 

 当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権（以下、「本新株予約

権」といいます。）の無償割当てとします。 

 本新株予約権の無償割当ての概要は、下記「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりとします。 

 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対

抗措置発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無

償割当てを決議した場合において、大規模買付者が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に

記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前

日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新

株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対

抗措置の発動を停止することができるものとします。 

(3）本プランの有効期間、廃止及び変更 

 本プランの有効期間は、当該承認決議の時から平成25年12月開催予定の定時株主総会終結の時までとし

ます。 

 ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議

がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。ま

た、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場

合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

 なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更ま

たはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合

は、随時、特別委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更することができるものとしま

す。他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更

を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたし

ます。 

 当社は、本プランが廃止されまたは本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるよ

うな変更が行われた場合には、当該廃止または変更の事実及び（変更の場合には）変更内容その他当社取

締役会及び特別委員会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。 

３．本プランの合理性 

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が平

成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえておりま

す。 

(1）企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則 

 本プランは、上記１．に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規

模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するため

に必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることに

より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

(2）事前開示・株主意思の原則 

 本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで導入するものです。また、上記

２.(3)に記載のとおり、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において

本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止される

ことになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組

みとなっています。 
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(3）必要性・相当性確保の原則 

① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底 

 当社は、上記２．に記載のとおり、本プランに基づく大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する

取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的とし

て特別委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決議に際して特別委員会の勧

告を最大限尊重いたします。 

 また、当社は、特別委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保していま

す。 

② 合理的・客観的発動要件の設定 

 本プランは、上記２.(1)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動され

ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していま

す。 

③ デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 上記２.(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会

により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型

買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではあ

りません。 

 また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）で

もありません。 

４．株主及び投資家の皆様への影響等 

(1）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株

主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはあり

ません。 

 なお、上記２.(1)に記載のとおり、大規模買付者が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に

対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向

にご注意ください。 

(2）本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当

て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個

を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の

無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるもの

の保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及

び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

 ただし、大規模買付者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的

利益に何らかの影響が生じる場合があります。 

 なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記２．(1）⑦に記

載の手続き等に従い、当社取締役会が発動した対抗措置発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価

に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定し

た後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合

には、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社

株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、

株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

 また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際し

て、大規模買付者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、

大規模買付者以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影

響を与えることは想定しておりません。 
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(3）本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き 

 本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償

割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。 

 また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続きをとる場合には、大規模買付者以外の株主の皆

様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得

の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要とな

ります。 

 以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細について

は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に

関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので

当該開示または通知の内容をご確認ください。 

（特別委員会規則の概要） 

１．特別委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的

判断を排除し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、設置される。 

２．特別委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(1）当社社外取締役、(2）当

社社外監査役または(3）社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、もしくは学

識経験者またはこれらに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任され

る。なお、当社は、特別委員会委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結

する。 

３．特別委員会の委員の任期は、選任の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の日または別途当該特別委員会委員と当社が合意した日までとする。ただし、当社取締役会の決議に

より別段の定めをした場合はこの限りではない。 

４．特別委員会は、当社代表取締役または各特別委員会委員が招集する。 

５．特別委員会の議長は、各特別委員会委員の互選により選定される。 

６．特別委員会の決議は、原則として、特別委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、

特別委員会委員のいずれかに事故がある時その他特段の事由がある時は、原則として、当該特別委員会委員を

除く特別委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

７．特別委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取

締役会に対して勧告する。 

(1）本プランに係る対抗措置の発動の是非 

(2）本プランに係る対抗措置発動の停止 

(3）本プランの廃止及び変更 

(4）その他本プランに関連して当社取締役会が任意に特別委員会に諮問する事項 

各特別委員会委員は、特別委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益

に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的

としてはならない。 

８．特別委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役または従業員その他必要と認める者を出席させ、特別委

員会が求める事項に関する意見または説明を求めることができる。 

９．特別委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門

家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専

門家を含む。）から助言を得ることができる。 

（新株予約権無償割当ての概要） 

１．本新株予約権の割当総数 

 本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割

当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）

における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同

数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。 

２．割当対象株主 

 割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式（ただし、同時点に

おいて、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償

割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。 

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 
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４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数

（以下、「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うも

のとします。 

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格 

 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社

普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とし

ます。 

６．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

７．本新株予約権の行使条件 

 (1）特定大量保有者（注11）、(2）特定大量保有者の共同保有者、(3）特定大量買付者（注12）、(4）特定大

量買付者の特別関係者、もしくは(5）これら(1）から(4）までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得

ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(6）これら(1）から(5）までに該当する者の関連者（注13）

（これらの者を総称して、以下、「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないもの

とします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定める

ものとします。 

（注11）当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20％以上である者、また

は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式

等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者そ

の他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないことと

します。 

（注12）公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定される株券

等を意味するものとします。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条

の２第１項に定義される買付け等をいいます。以下本注において同じとします。）を行う旨の公告を

行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準じるものとして金融商品取引法施行

令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の

株式等所有割合と合計して20％以上となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が

認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主

共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取

締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。 

（注13）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配

下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、またはその者と協調して

行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び

事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義される場合をいいま

す。）をいいます。 

８．当社による本新株予約権の取得 

 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有する本新株予約権を取得し、これと

引換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新

株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得 

 当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。 

10．本新株予約権の行使期間等 

 本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において

別途定めるものとします。 
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（3）研究開発活動 

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、 百万円であります。 

 また、当第１四半期累計期間における研究開発活動の状況のセグメントごとの変更内容は、次のとおりでありま

す。  

（電子機器事業） 

ＭＷＳ（マルチワイヤーソー） 

① 従来の機械加工と化学加工の複合化により、高速かつ高精度な切削加工を実現することを目的とした要

素技術研究開発を開始いたしました。 

② 特殊な処理を行ったワイヤー工具を用いて、高精度な切削加工を実現することを目的とした要素技術研

究開発を開始いたしました。  

１億46
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  17,000,000

計  17,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成25年２月８日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  5,491,490  5,491,490
大阪証券取引所 

市場第二部 

単元株式数 

100株 

計  5,491,490  5,491,490 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

(株） 

発行済株式 
総数残高 

（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 

（千円） 

資本準備金 
残高（千円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日 
 －  5,491,490  －  963,230  －  1,352,321
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当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      30,900 － 単元株式数  100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式    5,458,300  54,583 同上 

単元未満株式 普通株式     2,290 － － 

発行済株式総数             5,491,490 － － 

総株主の議決権 －  54,583 － 

平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

㈱タカトリ 
奈良県橿原市新堂町 

313-１ 
 30,900  －  30,900  0.56

計 －  30,900  －  30,900  0.56

２【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、暁監査法人による四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

第４【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,812,903 2,549,995

受取手形及び売掛金 ※2  1,429,834 ※2  913,424

製品 275,727 127,475

仕掛品 522,930 881,206

原材料及び貯蔵品 131,270 149,275

その他 576,557 543,590

流動資産合計 6,749,224 5,164,967

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 731,772 719,850

土地 781,479 781,479

その他（純額） 241,399 808,736

有形固定資産合計 1,754,651 2,310,066

無形固定資産 18,018 18,072

投資その他の資産   

関係会社株式 345,679 345,679

その他 153,153 151,688

投資その他の資産合計 498,832 497,368

固定資産合計 2,271,502 2,825,506

資産合計 9,020,726 7,990,474

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,792,735 1,421,327

短期借入金 935,941 925,630

1年内返済予定の長期借入金 241,152 241,152

未払法人税等 13,613 1,823

賞与引当金 121,757 45,560

その他 732,336 397,066

流動負債合計 3,837,536 3,032,558

固定負債   

長期借入金 346,585 286,297

役員退職慰労引当金 79,810 －

資産除去債務 22,221 22,335

その他 80,502 145,558

固定負債合計 529,119 454,190

負債合計 4,366,655 3,486,748
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 963,230 963,230

資本剰余金 1,352,321 1,352,321

利益剰余金 2,353,741 2,203,718

自己株式 △17,283 △17,283

株主資本合計 4,652,010 4,501,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,061 1,738

評価・換算差額等合計 2,061 1,738

純資産合計 4,654,071 4,503,725

負債純資産合計 9,020,726 7,990,474

17



（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,396,085 1,049,186

売上原価 1,075,881 859,975

売上総利益 320,203 189,211

販売費及び一般管理費 417,133 374,909

営業損失（△） △96,929 △185,698

営業外収益   

受取利息 1,261 1,020

為替差益 1,565 7,396

権利金収入 5,000 5,000

その他 4,134 7,108

営業外収益合計 11,962 20,525

営業外費用   

支払利息 1,128 1,197

租税公課 498 486

その他 356 311

営業外費用合計 1,983 1,995

経常損失（△） △86,951 △167,168

特別利益   

投資有価証券売却益 899 －

特別利益合計 899 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,247 －

特別損失合計 1,247 －

税引前四半期純損失（△） △87,299 △167,168

法人税、住民税及び事業税 823 823

法人税等調整額 △30,778 △64,383

法人税等合計 △29,955 △63,559

四半期純損失（△） △57,344 △103,608

18



（役員退職慰労引当金）  

 当社は、平成24年12月21日開催の第56期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制

度を廃止し、同株主総会の終結後に引き続き在任する取締役に対し、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応す

る退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしました。 

 これに伴い、当該株主総会までの期間に対応する役員退職慰労引当金相当額 千円は、固定負債の「その

他」に含めて表示しております。  

【追加情報】

68,495
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 １．保証債務 

次の奈良県ハイテク工場団地協同組合について、奈良県からの借入に対し債務保証を行っております。 

※２．四半期会計期間末日満期手形 

 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとお

りであります。 

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費は、次のとおりであります。 

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日） 

配当金支払額 

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日） 

配当金支払額 

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成24年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（平成24年12月31日） 

奈良県ハイテク工場団地協同組合 千円91,281 奈良県ハイテク工場団地協同組合 千円82,154

  
前事業年度 

（平成24年９月30日） 
当第１四半期会計期間 
（平成24年12月31日） 

受取手形 千円 10,497 千円 2,387

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期累計期間 

（自  平成23年10月１日 
至  平成23年12月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自  平成24年10月１日 
至  平成24年12月31日） 

減価償却費 千円 37,525 千円 29,690

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月22日 

定時株主総会 
普通株式 千円 87,369 円 16.0 平成23年９月30日 平成23年12月26日 利益剰余金

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月21日 

定時株主総会 
普通株式 千円 46,414 円 8.5 平成24年９月30日 平成24年12月25日 利益剰余金

（持分法損益等）

  
  

前事業年度 
（平成24年９月30日） 

 当第１四半期会計期間 
 （平成24年12月31日） 

関連会社に対する投資の額  千円345,679 千円345,679

持分法を適用した場合の投資の金額  517,801  465,172

  

  

  

  

 前第１四半期累計期間 

（自 平成23年10月１日 

  至 平成23年12月31日） 

 当第１四半期累計期間 

（自 平成24年10月１日 

  至 平成24年12月31日） 

持分法を適用した場合の投資損失の金額  千円43,573 千円53,723
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Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成23年10月１日 至平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自平成24年10月１日 至平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 

合計 

電子機器事業 繊維機器事業 

売上高  

外部顧客への売上高  1,326,568  69,517  1,396,085

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  1,326,568  69,517  1,396,085

セグメント損失（△）  △31,152  △65,777  △96,929

  

報告セグメント 

合計 

電子機器事業 繊維機器事業 

売上高  

外部顧客への売上高  937,689  111,497  1,049,186

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  937,689  111,497  1,049,186

セグメント損失（△）  △168,450  △17,247  △185,698
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１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第１四半期累計期間 

（自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成24年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 円 銭 10 50 円 銭 18 97

（算定上の基礎）     

四半期純損失金額（△）（千円）  △57,344  △103,608

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円）  △57,344  △103,608

普通株式の期中平均株式数（株）  5,460,564  5,460,498

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タカト

リの平成24年10月１日から平成25年９月30日までの第57期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年10月１日から平成24

年12月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タカトリの平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成25年２月８日

株式会社タカトリ 

 取締役会 御中   

  暁監査法人   

  
代表社員 
業務執行社員  

 公認会計士 沖  祐治  印 

  業務執行社員   公認会計士 高木 亮太郎 印 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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